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研究成果の概要（和文）： 本研究の目的は、国家管轄権外区域(ABNJ)における海洋生物多様性の保護のための
新条約(BBNJ)の作成に関する国連での議論を踏まえながら、研究対象をABNJにおける海洋環境全般の保護に広げ
ることにより、海洋生物・海洋汚染にも適用可能な、包括的な海洋環境保護法の態様を、EUの法政策を踏まえた
上で提案することである。海洋環境（生態系・汚染防止等）の保護を効果的に行うためには、ABNJとしての公海
及び深海底を含む海洋をglobal commonsとしてとらえることが重要であるとともに、海洋環境保護に係るDue 
Dilligenceの果たす役割及びそのための理論の再考が必要であるとの結論に至った。

研究成果の概要（英文）： This research aims to propose an effective legal framework for protection 
of the marine environment including ABNJ for which the special rules are applied by the UNCLOS. The 
proposed framework should be applied not only for protection of the marine biodiversity including 
fauna and flora, but also for reducing marine pollution from various sources as an overarching 
framework. To consider the issue, firstly, this research focuses on the BBNJ negotiation process 
taken in UN and has analyzed whether and how the new BBNJ will change existing international law 
principles and relevant obligations of States including due diligence. In adittion to the BBNJ 
negotiation process, the relevant EU laws and regulations which are legally binding for 27 MS are 
taken into considertation, so that the propoesed framework is to be effectvely applied for the 
international society.

研究分野： 海洋環境法

キーワード： EU海洋環境法　国連海洋法条約　国家管轄権外区域　相当の注意義務　海洋保護区　生物多様性

  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　本研究の学術的意義は、研究を進める当たり、近年発展した国際環境法の原則と、「公海自由の原則」を認め
る伝統的な海洋法の原則との整合性を確保するための新たな法理論を探求することを目指して、EU法の実例を参
照しながら、既存の理論とグローバル化する国際社会の現実に対応するための法理論を発見しようとした点であ
る。また、社会的意義は、国家管轄権外区域における海洋生物多様性の保護のための新条約の作成に関する国連
での最新の議論を踏まえることにより、研究成果を国際社会の実情に即した、より実践的なものにできた点であ
り、そのような研究成果を日本語（論文・著書）及び英語（論文）で公表した。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 
 1982 年に採択された国連海洋法条約（UNCLOS）により、海洋における国家管轄権の態
様は一定程度明らかにされた。すなわち、領海・排他的経済水域・大陸棚には“一定の国家
管轄権”が認められると同時に、伝統的な海洋法理論である「海洋自由の原則」を体現する
「公海自由の原則」が維持された。しかしながら、近年の一部の国による漁業資源の乱獲や
2010 年の生物多様性条約（CBD）締約国会合での「遺伝資源の利用に関する名古屋議定書」
の採択を機に、漁業資源を含む海洋生物資源の持続可能性の確保、特に深海底に多く存在す
ると予想される海洋生物遺伝資源開発に係る先進国と後発国・途上国との間での開発の権
利・利益配分のあり方に関する国際的な議論が活発になった。このような中、国家管轄権外
区域（公海及び深海底）における海洋生物多様性の保護については、第 1 に既存の海洋法秩
序には十分な規定がないこと、第 2 にそのような海域で海洋生物資源を利用・開発できるの
は一部の国に限られており利益配分制度等の新制度が必要であることを理由として、2017
年、新条約作成のための議論が国連で本格的に始まった。しかしながら、新条約の作成は「公
海自由の原則」を制限することになり、その内容について国家間での意見の相違が大きい。
国際法の理論においても、既存の理論との整合性を如何に確保すべきか等の理論が錯綜し
ている状況であった。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、こうした背景を踏まえ、新条約作成に関する議論を参照しながら、研究
対象を海洋環境全般に広げ、国家管轄権外区域も含む、海洋生物・海洋汚染にも適用可能な、
包括的な海洋環境保護法のためには、既存の海洋法秩序に基づく海洋環境保護関連のルー
ル及び国家管轄権原則をどのように変更するのか、そのために「公海自由の原則」がどの程
度制限されるべきか、その際の法的根拠は何かを探求するしようとするものである。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、3段階に分けて行った。第 1段階では、国家管轄権外区域における海洋生物多
様性保護のための新条約の作成に関する国連での議論について、法的根拠、既存の国際法
（海洋法や環境法）との整合性、実効性の観点から議論を整理・分析した。第 2段階では、
第 1 段階の検討結果を基に、国家管轄権外区域における海洋環境保護のための新たな国際
ルール作成の課題を、複数の加盟国に法的拘束力をある形で適用される EU 法及び EU の関
連政策を参照しながら検討した。第 3段階では、これまでの研究を踏まえ、国家管轄権外区
域も含む、海洋生物・海洋汚染にも適用可能な、包括的な海洋環境保護法について、国家が
負う義務の態様、国際的な履行確保制度を提案することを試みた。 
 
４．研究成果 
 驚くべきことに、本研究期間の最後である 23年 3 月に BBNJ 新協定が合意され、本最終報
告書をまとめている 23 年 6 月にニューヨークで開催される国連海洋法条約締約国会合
（SPLOS）で採択されることになった。したがって、本研究課題については、23 年 6 月に正
式に採択される BBNJ 新協定の条文をもとにさらなる検討を行い、研究最終成果の精緻化が
求められる。 
 以上の点を留保した上で、これまでの研究成果として、国家管轄権外区域における海洋生
物多様性の保護のための新条約の作成に係る議論の動向を踏まえると、国家管轄権外区域
の海洋環境の保護を効果的、かつ、これまでの国際法と整合性を確保した上で実現するため
には、国家管轄権外区域としての公海及び深海底を global commons としてとらえることが
必須であると考えられる。 
 Global commons としての海洋環境保護を効果的に行う法的枠組みとして、第一に、国際
法に基づいて国家が負う due diligence 義務の態様を一定程度明確にする必要性があると
思われる。その点について、本研究では、国際法、EU 環境法・ドイツ環境法を踏まえて検討
した。その結果、国家管轄権外区域における海洋生物多様性保護のための新条約案をもとに、
条約案で想定されている主権国家が負う義務に関し、伝統的な国際法上の due diligence
義務の内容（既存の国際的及び地域的な海洋環境保護に関する条約に基づく国家の義務）と
BBNJ 条約案を比較すると、flexibility が利点とされてきた due diligence であるが、BBNJ
新協定を含む、近年の国際環境条約では、due diligence の内容が具体的に規定される傾向
にあるのではないかとの結論に至った。このことは、BBNJ 協定案の規定内容と既存の条約
等を比較するとわかる。すなわち、BBNJ 新協定の規定内容は 4つにわけることができるが、
そのうちの海洋保護区や環境影響評価については、これまで制定された海洋保護区の選定
方法や環境影響評価で求められる要素などを反映した条文案となっていた。第二に、海洋及
び海洋生物資源を global commons としてとらえる場合、海洋環境保護を効果的に行うため
には、BBNJ 新協定のような多数国間条約（国際海洋環境法）の制定が望ましいことは明ら



かであるが、個別国家の事情（当該海域を開発する能力のある先進国及び事業者、利益配分
を求める途上国等）に配慮することが困難となることも否定できず、国際社会の実情に対応
できるような現実的な多数国間条約を締結することは容易ではないことは明らかである。
ここで EU は 27 の加盟国から成るが、EU が制定する法（＝EU 法）は 27 加盟国共通法とし
て、国内法的作用をもたらす。つまり、EU法は 27加盟国に平等に適用され、実施されなけ
ればならない。その上で、「国家管轄権外区域を含む、海洋生物・海洋汚染にも適用可能な、
包括的な海洋環境保護法の態様」として、global commons としての海洋環境を保護するた
めには、複数国家で実効性を有する EU法の実行と理論を援用することが有益である。もっ
とも、EU加盟国は加盟前に EUアキに同意することを求められるため、主権国家の併存でな
る国際社会における国際法の適用とは状況を異にする点は注意すべき点である。また、国際
環境法分野では議論をリードする EU の姿勢は、純粋に EU スタンダードを国際ルールに反
映するという EU の理想を実現化するという側面のみならず、EUの経済成長等を目的とする
等、他の側面からも考察が必要である。BBNJ をはじめとする新たな国際規制を自国（地域）
のチャンスととらえるような動きが EUに見られる点は、今後の国際社会のルールメイキン
グを予測する際に参考となるであろう。 
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